
1 

令和３年１２月３日 

土木部交通対策課 

 

江東区自転車の放置防止及び自転車駐車場の整備に関する条

例施行規則の一部改正について 

 

１ 改正理由 

放置禁止区域外の公共の場所において放置自転車を撤去するにあたり、当

該撤去までに必要としている警告期間を短縮することで、従前より速やかに

通行の障害を除去するため。また、区民からの要望が増えていることを踏ま

え、区立自転車駐車場の一部において、自動二輪車の駐車受入れを拡充する

ため。 

 

２ 改正概要 

⑴ 放置禁止区域外の公共の場所における放置自転車の撤去に必要な警告期

間を３日から１日に短縮する。 

⑵ 江東区立潮見駅自転車駐車場において利用できる自動二輪車の種別につ

いて、総排気量が５０ｃｃ超１２５cc 以下のものを加える。また、江東区

立亀戸駅北口第三自転車駐車場において利用できる自動二輪車の種別につ

いて、総排気量が１２５cc 超のものを加える。 

⑶ その他、一部文言の整理を行う。 

 

３ 施行期日（予定） 

公布日とする。ただし、上記２⑴及び⑵に係る改正規定については、令和

４年４月１日とする。 
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江東区自転車の放置防止及び自転車駐車場の整備に関する条例施行規則 新旧対照表 

現行 改正案 

第１条～第４条 （略） 第１条～第４条 （略） 

（放置禁止区域外の放置自転車を撤去するための

相当の期間） 

（放置禁止区域外の放置自転車を撤去するための

相当の期間） 

第５条 条例第１４条第２項に規定する相当の期

間は、３日とする。 

第５条 条例第１４条第２項に規定する相当の期

間は、１日とする。 

第６条～第１０条 （略） 第６条～第１０条 （略） 

（撤去等に要した費用の免除） （撤去等に要した費用の免除） 

第１１条 条例第１５条の２ただし書に規定する

特別の理由は、次に掲げるものとする。 

第１１条 条例第１５条の２ただし書に規定する

特別の理由は、次に掲げるものとする。 

(1) 撤去された自転車が盗難されたものであり、

撤去の前日までに警察署に当該自転車の被害

届が提出されているとき。 

(1) 撤去した自転車が盗難により放置されたも

のであり、撤去の前日までに警察署に当該自転

車の被害届が提出されているとき。 

(2) （略） (2) （略） 

第１２条～第１８条 （略） 第１２条～第１８条 （略） 

（利用料利用料金の還付） （利用料利用料金の還付） 

第１９条 （略） 第１９条 （略） 

２ 前項の規定により定期利用料の定期利用料金

の還付を受けようとする者は、区立自転車定期利

用料金還付申請書(別記第６号様式)を指定管理

者に提出しなければならない。 

２ 前項の規定により定期利用料の定期利用料金

の還付を受けようとする者は、区立自転車駐車場

定期利用料金還付申請書(別記第６号様式)を指

定管理者に提出しなければならない。 

第２０条～第３１条 （略） 第２０条～第３１条 （略） 

（自転車駐車場の設置完了届） （自転車駐車場の設置完了届） 

第３２条 条例第３０条から第３３条までの規定

による自転車駐車場の設置者は、当該設置を完

了したときは、速やかに自転車駐車場設置完了

届(別記第８号様式)により区長に届け出なけれ

ばならない。 

第３２条 条例第３０条から第３２条までの規定

による自転車駐車場の設置者は、当該設置を完

了したときは、速やかに自転車駐車場設置完了

届(別記第８号様式)により区長に届け出なけれ

ばならない。 
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第３３条～第３６条 （略） 第３３条～第３６条 （略） 

別表（第１２条関係） 別表（第１２条関係） 

名称 開場時間 利用できる自転

車及び自動二輪

車の種別 

（略） 

江東区立潮見駅

自転車駐車場 

午前零時

から午後 

自転車 

原動機付自転車 

 １２時ま

で 

 

 

 

（略） 

江東区立亀戸駅

北口第三自転車

駐車場 

午前零時

から午後

１２時ま

で 

自転車 

原動機付自転車 

自動二輪車（総排

気量が１２５ｃ

ｃ以下のものに

限る。） 

（略） 
 

名称 開場時間 利用できる自転

車及び自動二輪

車の種別 

（略） 

江東区立潮見駅

自転車駐車場 

午前零時

から午後 

自転車 

原動機付自転車 

 １２時ま

で 

自動二輪車（総排

気量が１２５ｃ

ｃ以下のものに

限る。） 

（略） 

江東区立亀戸駅

北口第三自転車

駐車場 

午前零時

から午後

１２時ま

で 

自転車 

原動機付自転車 

自動二輪車 

 

 

 

（略） 
 

別記第１号様式～別記第７号様式 （略） 別記第１号様式～別記第７号様式 （略） 

別記第８号様式（第３２条関係）  別記第８号様式（第３２条関係）  

（略） （略） 

（略） 

建

築

物 

確認申請受付 年 月 日 第 号 

確 認 年 月 日 第 号 

検 査 年 月 日 

（略） 
 

（略） 

建

築

物 

確 認 年 月 日 第 号 

検 査 年 月 日 第 号 

（略） 
 

別記第９号様式・別記第１０号様式 （略） 別記第９号様式・別記第１０号様式 （略） 
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 附 則 

 （施行期日） 

 １ この規則は、公布の日から施行する。ただし、

第５条の改正規定、別表江東区立潮見駅自転車駐

車場の項の改正規定及び同表江東区立亀戸駅北

口第三自転車駐車場の項の改正規定は、令和４年

４月１日から施行する。 

 （経過措置） 

 ２ この規則による改正後の江東区自転車の放置

防止及び自転車駐車場の整備に関する条例施行

規則第５条の規定は、この規則の施行の日（以下

「施行日」という。）以後に江東区自転車の放置

防止及び自転車駐車場の整備に関する条例（昭和

６０年１０月江東区条例第２８号）第１４条第１

項の規定に基づき、撤去に関する警告札等を取り

付ける自転車について適用し、施行日前に撤去に

関する警告札等を取り付けた自転車については、

なお従前の例による。 

 ３ この規則の施行の際、この規則による改正前の

江東区自転車の放置防止及び自転車駐車場の整

備に関する条例施行規則別記第８号様式による

用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、

なお使用することができる。 

 

 


